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一人一台端末（タブレット端末）利活用のきまりについて（お知らせ）

　日頃より、本校の教育活動に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　さて、本校では、ＧＩＧＡスクール構想により整備された一人一台端末を学習活動に利用しています。端末にはさまざまな機能があり、有効に活用することで新たな学びのきっかけとなったり、学習における選択肢の幅を大きく広げたりすることが期待できます。
　一方で、使い方を間違えると、破損・故障したり、トラブルの原因になったりと、心配されることもあります。
そこで、本校では、「一人一台端末（タブレット端末）利活用のきまり」を下記のとおり更新して定めました。ここに示すきまりを基本として、児童が考えたり、教師や家族と相談したりしながら、端末を「安全・安心」に利活用できるようにしていきます。
　つきましては、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

記

１　使用場所
　　一人一台端末（以下、端末）は、原則として「学校」と「自宅」で使用します。

２　端末の使い方
（１）端末は、学習目的にのみ使用する貸与品で、学習履歴を蓄積するものであるため、学校から指定された方法以外では使用しません。
（２）丁寧に扱ってください。（叩かない、落とさない、強く押さえない、ぬらさない、等）また、使用の際は机上等を整頓し、安定した場所で扱ってください。
（３）端末を持って走ったり、画面を操作しながら歩いたりしてはいけません。
（４）次のようなことは故障の原因となるため、行ってはいけません。
　　　□地面に直接置く　　□ストーブの上や炎天下の車内など高温になる場所に置く
　□磁石を近づける　　□湿気の多い場所で使用する　　□飲食しながら使用する
　□画面を指やタッチペン以外で触れる（鉛筆やシャープペンシルなど）
　　　□紙やペンをはさんだまま画面を閉じる　　□水場で使う　　□重い物を乗せる
（５）原則、端末は本人のみが使用し、端末を他人に貸したり、他人の端末を無断で操作したりしてはいけません。
（６）データの保存は、一時的なものを除き、原則として「One Driveフォルダ」を利用してください。
（７）無断で、設定の変更をしたり、アプリケーションを追加・削除したりしてはいけません。


３　家庭で端末を利用するとき
（１）端末をカバンに入れる際には、教科書やノートではさみ、外部からの衝撃を少しでも軽減するようにしてください。
（２）登下校中はカバンから出さないようにしてください。
（３）明るい部屋で使用するようにし、画面の角度や明るさを調整したり、目と画面の距離を３０ｃｍ以上離したりして健康面に気を付けてください。また、休憩をとりながら利用し、３０分に一度は遠くを見るなど、目を休ませるようにしてください。
（４）寝る時刻の６０分前には、使用するのをやめてください。
（５）使用する時間帯や時間、場所は、家族とよく話し合って決めてください。
（６）バッテリーの残量に注意しながら、必要に応じて学校から指定された充電アダプターで充電してください。

４　個人情報保護のための留意点
（１）ひとつひとつの端末にはフィルタリング制限（有害サイトの閲覧制限等）がかけられていますが、家庭でも学習目的にのみ使用し、学校から指定された方法以外では使用してはいけません。
（２）違法・有害情報サイトに入ってしまったり、意図しない表示が出てきたりしたら、すぐに使用をやめて、先生や家族に相談するようにしてください。
（３）他人を傷つけたり、嫌な思いをさせたりすること、また、それにつながる危険性が予想される内容を、インターネット上（ＳＮＳ等含む）で書き込みをしてはいけません。
（４）勝手にカメラで人を撮影したり、人の家や持ち物を撮影したりしてはいけません。どうしても撮影しなければならないときは、必ず許可を得るようにしてください。録音・録画についても同様です。
（５）自分や他人の個人情報（名前、住所、電話番号、メールアドレス、写真、アカウントＩＤ、パスワード等）は大切にし、むやみに第三者へ教えてはいけません。インターネット上に一度流出した個人情報は、取り戻すことはできません。
（６）インターネット上には、違法サイトや有害情報サイト、個人情報を盗み出そうとする悪質なサイトがあります。ファイルのダウンロードやＵＲＬのアクセス等についても、コンピュータウイルス感染等の危険があるので、信頼性を慎重に見極める必要があります。

５　不具合や故障、トラブルが起きたとき
（１）端末やインターネットが使えなくなり、電源を入れ直しても元に戻らないときや、破損・故障・紛失・盗難と思われるとき、インターネット上のトラブルが発生したときは、速やかに学校へ連絡をしてください。
（２）端末が破損した場合、原則として、市で修理費を負担します。しかし、使用時の状況（紛失等も含む）によっては、費用を家庭で負担してもらうことがあります。前述した端末の使い方を参照し、丁寧に扱ってください。
　　　※　家庭での使用中に端末が破損した場合、原則として費用は家庭での負担となります。
